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第６回 亘理町教育委員会定例会会議録 
 
 令和３年８月２３日午後３時００分、亘理町教育委員会定例会は、亘理町教育委員会 教育長室
に招集された。 
 
１ 出席委員 
   奥野光正 教育長、佐藤正行 教育長職務代行者、 

水戸佳織 委員、菊池芳晴 委員、金子高幸 委員 
 

２ 欠席委員 
   なし 
 
３ 説明のため出席した職員の職氏名 

   南條守一 教育次長、太田貴史 教育総務課長、片岡正春 生涯学習課長 
 
４ 書記として出席した職員の職氏名 
   平塚和明 教育総務課教育総務班長 
 
５ 会議に付した事件 

   議案第１号 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

を改正する条例に対する意見について 

議案第２号 亘理町立学校の学校運営協議会の設置及び運営に関する規則の一部を改正 

する規則について 

議案第３号 令和３年度亘理町一般会計補正予算（第５号）（教育費関係）に対する意見 

について 

議案第４号 令和３年度教育功績者表彰について 

― 追加議案 ― 

議案第１号 令和３年度亘理町立学校の学校運営協議会委員の委嘱について 



2 

 

６ 前回委員会会議録の承認 
奥野教育長 
 

 
 
 
 

過半数の委員の出席をもって本委員会は成立、午後３時００分開会を宣
し、直ちに会議を開く旨を告げた。 

第５回亘理町教育委員会定例会会議録については、事前に送付していた
ことから、同会議録の質疑及び異議の有無について各委員に諮ったところ、
全委員質疑及び異議なく、第５回亘理町教育委員会定例会会議録を承認し
た。 

 
７ 会議録署名委員の指名、議事日程 
奥野教育長 

 
 

規定により会議録署名委員を教育長から指名する旨を告げ、佐藤正行代

行及び水戸佳織委員を指名した。 
今回の議事日程について、配付のとおりなので、確認するよう告げた。 

 
８ 教育長報告 
奥野教育長 
 

 
 
 
佐藤正行代行 
 
奥野教育長 
 
 
 

奥野教育長 
 

 下記の事項について、資料に基づき報告した。 
1.事業報告（7月29日~8月23日）について 

2.校長会指示事項（予定）について 
3.その他 
  
９月５日の町の総合防災訓練が予定されていたが中止となった。児童生

徒は学校に登校するのか。 
９月５日は授業日、６日は振替の休業日となる。５日の授業日は午前授

業とし、総合防災訓練に関わる防災の学習又は、通常授業を行うかは各学
校で計画して実施。 

 

 教育長報告について、その他、質疑等がないか各委員に諮ったところ、
全委員質疑等なく教育長報告を承認した。 

 
９ 議     事 
奥野教育長 
 

 

議案第１号 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例に対する意見について上程。 

議案の朗読を含め教育総務課長及び生涯学習課長に説明を指示。 
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太田教育総務課長 
 
 

 
 
 
奥野教育長 
 
 
奥野教育長 

 
 
太田教育総務課長 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

奥野教育長 

議案第１号亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例に対する意見について説明。 

学校運営協議会委員は、非常勤特別職の公務員の身分を有することから

報酬を定めるため改正する。 
学校運営協議会委員年額5,000円とし、年間４回程度の会議を見込み5,0

00円とした。 
質疑等ないか諮ったところ、質疑等なく異議ないものと認め、議案第１

号を原案のとおり決定した。 
 
議案第２号 亘理町立学校の学校運営協議会の設置及び運営に関する規

則の一部を改正する規則について上程。 
議案の朗読を含め教育総務課長に説明を指示。 
亘理町立学校の学校運営協議会の設置及び運営に関する規則の一部を改

正する規則について説明。 
教育委員会からの意見の申し出、報酬の規定を整備するための改正。 
第５条の意見の申し出について、運営協議会は対象学校の運営に関する

事項（対象学校の県費負担教職員の採用その他の任用に関する事項を除
く。）に関し、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることが
できるに改正。 

第２項、運営協議会は、対象学校の県費負担教職員の採用その他の任用
に関し、次に掲げる事項に限り、教育委員会を経由し、宮城県教育委員会
に対して意見を述べることができるに改正。 

第１号、対象学校の県費負担教職員構成に関すること（個別の県費負担
教職員に係るものを除く。） 

第２号、対象学校の望ましい人材の在り方に関すること（個別の県費負

担教職員に係るものを除く。） 
 第３項、協議会は前２項の規定により教育委員会に対して意見を述べる
ときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとするもの。 

第１０条報酬規定について、委員の報酬は亘理町特別職の職員で非常勤
のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成３年亘理町条例第２２号）
に定めるところによるに改正 

質疑等ないか諮ったところ、質疑等なく異議ないものと認め、議案第２
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奥野教育長 
 
奥野教育長 

 
 
太田教育総務課長 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
片岡生涯学習課長 

 
 
 
太田教育総務課長 
 
 

 

号を原案のとおり決定した。 
 
議案第３号 令和３年度亘理町一般会計補正予算（第５号）（教育費関係）

に対する意見について上程。 
議案の朗読を含め教育総務課長及び生涯学習課長に説明を指示。 
議案第３号令和３年度亘理町一般会計補正予算（第５号）（教育費関係）

に対する意見について説明。 
〇歳出 

・教育委員会費委員会事務経費   
学校運営協議会委員報酬145千円・消耗品費15千円・手数料等241千円 

・小学校管理費施設整備費業費工事請負費 
吉田小学校気中開閉器交換工事、逢隈小学校渡り廊下建具改修工事 

２件総額2,296千円 
・小学校施設管理経費委託料 

スクールサポートスタッフ配置支援事業委託料      2,400千円 
・小学校施設管理経費備品購入費  

寄付による図書購入                  1,000千円 
・中学校管理費施設整備事業費工事請負費 

亘理中学校変圧器改修工事、亘理中学校プールろ過機修繕、 
逢隈中学校の変圧器改修工事              9,290千円 

・中学校管理費施設管理経費修繕料 
楽器修繕                       1,289千円 

・中学校管理費施設管理経費委託料 
スクールサポートスタッフ配置支援事業委託料      1,600千円 

・保健体育総務費本庁経費 

わたりマラソン大会に係る経費（開催中止のため）  △14,181千円 
・保健体育施設費運動場管理経費工事請負費 

旧舘運動場物置基礎改修工事              3,300千円 
・公立学校施設災害復旧費小学校災害復旧費工事請負費 

逢隈小学校、高屋小学校工事請負費           4,500千円 
・公立学校施設災害復旧費中学校災害復旧費工事請負費 

亘理中学校、荒浜中学校工事請負費           3,648千円 
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太田教育総務課長 
 
 

 
 
片岡生涯学習課長 
 

 
奥野教育長 

 

 
 
 
 
 

奥野教育長 

 

〇歳入 
・国庫負担金災害復旧費負担金公立学校施設災害復旧費負担金 

逢隈小学校、高屋小学校、亘理中学校、荒浜中学校    4,649千円 

・県支出金県補助金教育費県補助金教育支援体制整備事業費補助金 
スクールサポートスタッフの配置事業小中学校10校   4,000千円 

・諸収入雑入 
わたりマラソン大会参加料              △5,400千円 

 
質疑等ないか諮ったところ、質疑等なく異議ないものと認め、議案第３

号を原案のとおり決定した。 

議案第４号令和３年度教育功績者表彰及び追加議案、議案第１号令和３
年度亘理町立学校の学校運営協議会委員の委嘱については、非公開及び人
事に関することなので秘密会として審議してよいか諮ったところ、全委員
異議なく秘密会とすることに決定した。 

 
議案第４号及び追加議案、議案第１号の審議が終了したので、秘密会を

解く旨を告げた。 
 
10 次回教育委員会の開催日程について 
奥野教育長  次回は定例会とし、令和３年９月２２日（水）午後３時から開会する。 

 
11 閉  会  午後３時４３分 
 
   上記会議の次第を記録し、ここに署名する。 
 

   令和３年９月２２日 
 
                    署名委員                  
 
                    署名委員                  


